
第 4章 「インクルーシブ教育システム」の検討

「障害のある生徒」 に対する教員の意識に着目して一

小山田 建太

1 . 問題の所在と研究の目的

昨今， 中央教育審議会初等中等教育分科会 (2012) の「共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告） 」において，「共生社会の

形成に向けて，障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシプ教育システムの理念が

重要であり，その構築のため，特別支援教育を着実に進めていく必要がある 」ことが提起

されている。ここで「「インク ルーシプ教育システム」(inclusiveeducation system, 署

名時仮訳 ：包容する教育制度） とは，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及ひ

身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加することを可

能とするとの目的の下，障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」を指し，「障害の

ある者が 「generaleducation system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこ

と，自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること ，個人に必要な 「合

理的配慮」が提供される等が必要」であると も定義されている。

また同答申で指摘されるよう な，あらゆる児童生徒が同じ空間で 「共に学ぶ仕組み」を

描出する先行研究も多く 確認される。二羽 (2015) は，マイノリティに非排除的な学校組

織が，その場の問題に応じて柔軟な体制を組織できる構形である 「プロフェッシ ョナル官

僚制」の基で，子ども中心という規格を持ち，専門家の課題解決構造であるアドホクラシ

ーや， 生徒や親も巻き込んだハイパーアドホ クラ シーを現出させている実態を明らかにし

ている。また小山田 (2017) は， 「ふだん学校のなかで， 障害のある子とクラ スで一緒に勉

強する」 と回答する生徒が「誰もが同じくらいに豊かに暮らせる社会」や「人々が助け合

って生きている社会」といった社会認識を強く持つことを示 した上で，彼らが 「他者や社

会に対する幅広い安心感や信頼感を育んでいる 」（小山田， 2017, p.108) ことを示してい

る。重ねて小国ほか (2015) は，大阪市立大空小学校での教育実践の整理から， 「差別と排

除の論理を不断に問い直し，互いの弱さを交わしあう ような空間をいかに構築するのかに

伺けた継続的な営為」（小国ほか，2015, p.27) が，「包摂的 inclusive」な教育空間の成立

させている実態を描出 している。さらにはこの ような教育実践が，学校を子どもたちや大

人にとっての「社会参加の場」や 「生活の場」（小国ほか， 2015, p. 10)とも定義し直す序

に，「共に学ぶ仕組み」がもたらす重要な意義を見出すことができる。

しかしながら一方で， 今日 の学校教育における共生について仔細な検討を進めていく孵

には， 多様なカテゴ リに属する児童生徒の共生をより 現象的に読論 していく必要性も残さ
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れている。岡本 (2011) によれば，現在の「共生」とは〈社会の中の多様性の尊重〉の上

に〈社会の凝集性〉を実現しようとする概念として存在しているが，それらを実際に両立

させる上での困難さが立ち現れるという。また嶺井 (2016) は，国連によって指摘される

「イ ンクルーシブ教育Jが「基本的に通常学校の通常学級で受けいれる教育」（嶺井， 2016,

p. 176) である一方で，上述の同答申では「そもそもインクルーシプ教育とは何かというこ

とを定義していない」ことや，「障害のある子どもが障害のない子どもと「同じ場でともに

学ぶ」ことと，障害のある子どもが違う場で学ぶこととが両立する仕組みになっている」（嶺

井， 2016, p, 149) ことについて言及している。

以上のような先行研究の議論を共生教育の文脈より捉えれば，今日その成立が期待され

る「インクルーシプ教育システム」が，教育空間の多様性を巻き込み，子どもたちや大人

の「社会参加の場」や「生活の場」となりうることが示される一方で，その定義が明示さ

れない「イ ンクルーシプ教育システム」を構想していく際には，教育空間における〈社会

の中の多様性の尊重〉 と〈社会の凝集性〉とが両立する可能性をより現象的に把握してい

く必要があり， さらにはその教育の主体である教員が，教育空間の「共生」を実現させる

“鍵”を握ることが推察される。

だが同時に本教員調査では，中学校・高校の教員が「共に学ぶ仕組み」に必ずしも肯定

的ではないという結果も示されている。表 1・2より「外国人・障害者のための社会づく

りへの賛否」について教員調査 (Q2l) と生徒調査との回答結果を見れば，教員が生徒に比

べて，「障がいのある人が暮らしやすい社会にすること 」や「学校で，障がいのある生徒と

障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこと」に賛成しづらい傾向にあることが分かり，こ

れら 2項目間の賛意のギャップもより大きなものとなっている。すなわちこのような結果

から示唆されるのは，教員が生徒に比 して，「学校で，障がいのある生徒と障がいのない生

徒が一緒の教室で学ぶこと」に対する葛藤や懸念を持っているという可能性である。なお

このような傾向は，各項目の平均値（「賛成」を 4, 「反対」を 1とする）を比較しても同

様に確認することができる 1)0 
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表 1 教員調査「外国人・障害者のための社会づくりへの賛否」 (Q21) の回答(%)

どちらか どちらか

賛成 といえば といえば 反対 無回答 平均値

賛成 反対

6 
障がいのある人が暮らしやすい社会

56.8 39 4 3 3 0. 5 0 0 
3 53 

にすること (N =609) 

7 
学校で，障がいのある生徒と障がい

23 5 46 8 24 0 ;) r ゥI 0 0 
2 88 

のない生徒が一緒の教室で学ぶこと (N =609) 

表 2 生徒調査「外国人・障害者のための社会づくりへの賛否」の回答(%)

どちらか どちらか

賛成 といえば といえば 反対 無回答 平均値

賛成 反対

5 
障轡のある人か器らしやすい社会に

71. 2 25 3 I 6 l 3 0 6 
3 68 

すること (N =1088) 

6 
学校で，障害のある生徒と障がいの

39. 7 34 6 ]8 0 7 2 0 5 
3 07 

ない生徒が一緒の教室で学ぶこと (N =1090) 

それではここで，「学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこ

と」に賛意を示す教員とは， どのような教育意識や教育経験を持つ教員なのだろうか。言

い換えれば，このような教員がどのような教育意識を持ち， さらにはどのようにその教育

空間の〈社会の中の多様性の尊重〉と〈社会の凝集性〉との両立を捉えているのかについ

て明らかにすることが，未だ明示的な定義を持たない「インクルーシプ教育システム」の

実態に迫る知見の一つとなる可能性を考えることができる。

そこで本稿では，「学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこ

と」に賛意を示す中学校・高校教員に着目し，彼らが持つ学校教育の役割意識や，「特別な

支援や配慮」に関する意識，また教育実践の経験を確認することで，そのような教員が教

育空間における「共生」をどのように捉えているのかについて明らかにし，さらには今日

の「インクルーシブ教育システム」について考察を深めていくことを目的とする。

2 分析対象とする変数

上述の調査課題から以下の分析では，「学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が

一緒の教室で学ぶこと」（以下，「共に学ぶこと」と表記する）にかかわる学校教育の役割

意識や，「特別な支援や配慮」に対する意識，そして教育実践の経験について探索していく。

また主な検討対象とする質問項目は，「重要だと思う学校教育の役割」 (Q22), 「特別な支援

や配慮をすることで「あり得る」と思うこと」 (Q31), 「特別な支援や配慮によって起こり

得ることが「問題だ」と思うか」 (Q32), そして「これまでの教員経験での指導や取組み，

実践の頻度」 (Q27) である。なおそれぞれの項目は，第 3節第 1項の相関分析と重回帰分

析では表 3のように，第 2,-..,__,4項の一要因分散分析では表 4のように変換して，分析に用

いることとする。
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表 3 分析対象とする変数の一覧（相関分析と重回帰分析）

＜従属変数＞

◇ 「外国人 ・障害者のための社会づくりへの賛否」 (Q21) の 「学校で，障がいのある生

徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこと」 (Q21-7: 「共に学ぶこと 」 とする）

-c「賛成」を 4, 「反対」を 1とする 】

く独立変数＞

◇ 「高等学校教員」 (CELL)

ー【「高等学校教員」を 1, 「中学校教員」を 0とする ］

◇ 「勤務校」 (Q4)

ー【 「国公立中学校」，「国公立高等学校」，「国公立中高一貫学校」を 1,

「私立中学校」， 「私立高等学校」，「私立中高一貰学校」を 0とする］

◇ 「教職歴年数」 (Q3)

◇ 「性別」 (Ql)

ー【 「その他」 (.N=l) を除き，「男性」を 1, 「女性」を 0とする】

◇ 「正担任をしている」 (Q14)

ー【 「正担任をしている」 を］， 「副担任を している」，「していない」を 0とする ］

◇ 「重要だと思う学校教育の役割」 (Q22)

ー【［ とても重要」を6, 「まったく重要ではない」を 1とする 】

表4 分析対象とする変数の一覧 (1要因分散分析）

く独立変数＞

◇ 「外国人 ・障害者のための社会づくりへの賛否」 (Q21) の「学校で，障がいのある生

徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこと」 (Q21-7:「共に学ぶこと」とする）

-賛成=A, どちらかといえば賛成=B, どちらかといえば反対=C, 反対=D

として， 4群化する

＜従属変数＞

◇ 「重要だと思う学校教育の役割」(Q22)

-【「 とても重要」 を6, 「まった＜重要ではない」を 1とする ］

◇ 「特別な支援や配慮をすることで 「あり得る」と思うこと」 (Q3l) 

ー【「「あり得る」と思う」を 4, 「「あり得る」 と思わない」を 1とする 】

◇ 「特別な支援や配慮によって起こり得ることが「問題だ」と思うか」 (Q32)

•[「「問題だ」と思う 」 を 4, 「「問題だ」と思わない」を 1とする】

◇ 「これまでの教員経験での指導や取組み，実践の頻度」(Q27)

-【「よくあった」 を4, 「なかった」を 1とする】
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3 分析の結果

(1) 「共に学ぶこと」の賛意と，教員の学校教育役割意識との関連

まず始めに，教員による「共に学ぶこと」の賛意 (Q21-7) が，どのような学校教育役割

意識と関連するものなのかについて検討するため，「重要だと思う学校教育の役割」 (Q22)

との相関分析を行う。

表 5 「共に学ぶこと」の賛意 (021-7) と「重要だと思う学校教育の役割」 (022) との

相関分析

10 他者を尊重する態度や意識を育てる役割 245 ＊＊＊ 

7 居場所を作る役割 223*** 

11 生徒同士の関係性をよくし，よりよい生徒集団をつくる役割 205 ＊＊＊ 

12 いじめや暴力等の生徒同士の間題を予防• 発見・対処する役割 200*** ， いま社会で起きている事柄・間題への敏感さを育てる役割 198 *** 

4 自己実現を支える役割 196 *** 

1 社会性やコミュニケーション能力を育成する役割 174 ＊＊＊ 

13 地域に貢献する人材を育成する役割 174 *** 

8 次の時代の社会の担い手を育てる役割 161 *** 

3 基本的な生活習慣を身につけさせる役割 139 *** 

2 規範意識を育てる役割 134 *** 

6 学カ・能力を育てる役割 133** 

5 受験に成功させる役割 039 

***・p <. 001, **:p <. 01 

表 5より，「共に学ぶこと」の賛意には，教員による各種の学校教育役割の意識がかかわ

っていることが示され，特に「他者を尊重する態度や意識を育てる役割」(.245) や「居場

所を作る役割」(.223), さらには「生徒同士の関係性をよくし，よりよい生徒集団をつく

る役割」(.205) などとの関連が強く表れている。

加えて，「共に学ぶこと」の賛意の背景をより幅広い説明要因とも合わせて検討するため，

教員の学校種や教職歴などの属性変数 2)をも説明変数として投入した重回帰分析を行う］

- 55 -



表6 「共に学ぶこと」の賛意 (021-7) の背景要因の探索モデル（重回帰分析）

モデル 1 モデル 2 モデル 3

標準化係数 標準化係数 標準化係数

-----------ー.--.-（-定----数-・--） ----教---員---.一------.-・・・----・--・・-----------.------ *** *** *** 
-り-.-.------------.. ― ----------・----------------------------

........... ..高...等—ー・.学. .. . 校.... . .（.基....準........中....学....校.・・教・・・・員ー・・）• ... ご~..Q名］．ー・.. -.021 -009 
----・-------------•一・—..---------·• -曇.---

. ---------. --. 国-..公.---立------（-基...準.----．--私-- -. 立---） -------.. ----・---・-. ---------. --0-4---1 ----- . 037 ・・・---028 -----------------------

ニニ万教E職C歴直年正数工五ロニニニロ
~ ~ ~、·--.015 --•一二退し~--L_二•立笙―--
____ ..:.91.Q_ __ 

---退翌-----L-一退旦-・・-
-----~』且位呈二いゑ------------ -006 -----=二慰）立-~ 

他者を尊重する態度や意識を育て
251 *** 

学校 ｀゚---る-役-割- - - --- ...~ ー--—-- -・ —. • -・--・--
教育 居ヽ場--所一.-を--作る役-割 • • ------------~ —-—•-------·-—-------L --・-. 229 *** 、一-――----ー”’
役割 生徒同士の関係性を よく し，よ り

206 *** 
よい生徒集団をつ くる役割

調整済み厨値 0 055 0. 044 0 034 

F値 6 850 5. 622 4. 578 

有意確率 0. 000 0 000 0. 000 

度数 607 607 607 

***. p <. 001 

その結果を表6より確認すれば，「共に学ぶこと」の賛意には，学校種や教職歴などの属

性変数と の関連が見られない一方で，「他者を尊重する態度や意識を育てる役割」や「居場

所を作る役割」，さらには「生徒同士の関係性をよくし，よりよい生徒集団をつくる役割」

が意識されることとの関連が見られる 4)。以上の結果より，教員による「共に学ぶこと」の

賛意とは，上述のような学校教育役割意識に基づくものであることが推察できる。

(2) 「特別な支援や配慮」が招く教育場面の「可能性」と「問題性」の想定

次に，「共に学ぶこと 」の賛否によって，「特別な支援や配慮」 が招く各種の教育場面を

「あり得る」と想定する程度に差が生じるのかについて検討するため， 「特別な支援や配慮

をすることで「あり得る」と思うこと」 (Q31) を従属変数に据えた 1要因分散分析を行う。

なお以下の表 7"'-'9では， 5%水準以下の分散が確認された項目の結果を提示することと

し，「多重比較」欄では A"'-'Dの4群間の差が 5%水準以下で有意となった群関係について

参照することとする。

そこで表 7の結果を見れば， 「共に学ぶこと」の賛意が示されることによって，「特別な

支援や配慮」が招く各種の教育場面が「あり得る」と想定されなくなる傾向が確認され，「生

徒同士の関係に目を向ける必要が増すこと」以外の 8項目で有意な結果 (5%水準以下）

が示されている。またここで特に「あり得る」と想定されなくなる教育場面は，「学校や学

級の集団性が薄れること」 (F(3, 609)=7. 47, p <. 001) や， 「教育の場の統一性が失われ

ること 」(F(3, 609)=6. 73, p <. 001) が挙げられる。
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表7 「共に学ぶこと」 (021-7)の4群による

「特別な支援や配慮をすることで「あり得る」と思うこと」 (031)の差

「特別な支援や配慮」をすることで，次にあげることが，「あり得る」と思いますか。思いませんか。

授業が進めづらくなること

当該する生徒以外の生徒への

対応に時間を割けなくなること

学校が果たすべき役割が

増えること

教員がすべきことが増えること

生徒のプライバシーに立ち入る

-とが多くなること

気にしていなければならない

ことが増すこと

教育の場の統一性が失われること

学校や学級の集団性が薄れること

***:p <. 001, **:p <. 01, *:p <. 05 

学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が

一緒の教室で学ぶこと

Al詳： B翡羊 Cl罪 D1詳

賛成
どちらかとどちらかと

反対
いえば賛成いえば反対

(N= 143) 
(N= 285) (N= 146) 

(.A「= 35) F値 多重比較

平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD)

2.90(0 78) 3 10(0 61) 3 24(0.72) 3.37(1 03) 5 66** A<B,C 

2 97(0. 75) 3 12(0 65) 3 25(0. 71) 3 40(1 03) 4 37** A<C 

3. 29 (0 72) 3 32 (0 62) 3 49 (0. 65) 3. 60 (0. 91) 4 20** 

3 42 (0. 69) 3. 40 (0. 62) 3 54 (0. 60) 3. 66 (0. 87) 2 74* 

3 17(0 75) 3 13(0. 67) 3 31 (0. 69) 3. 51 (0. 92) 3 64* 

3 36(0 67) 3 35(0 60) 3 43(0.63) 3 66(0 73) 2 79* B<D 

2. 39(0 91) 2 59(0 74) 2 79(0. 84) 3 03(1 07) 6. 73*** A<C, D 

2. 08 (0 86) 2. 29 (0 79) 2 51 (0 87) 2. 74 (! 12) 7. 47*** A<C, D 

重ねて，同様の項目の賛否によって，「特別な支援や配慮」が招く各種の教育場面を「問

題だ」と想定する程度に差が生じるのかについて検討するため，「特別な支援や配慮によっ

て起こり得ることが「問題だ」と思うか」 (Q32) を従属変数に据えた 1要因分散分析を行

う。

そして表 8の結果より，「共に学ぶこと」の賛意が示されることによって，「特別な支援

や配慮」が招く各種の教育場面が「問題だ」と想定されなくなる傾向が確認され，全 9項

目で有意な結果 (1%水準以下）が示されている。またここで特に「問題だ」と想定され

なくなる教育場面は，「授業が進めづらくなること」 (F(3, 609)=21. 10, p <. 001) や，「教

員がすべきことが増えること」 (F(3, 609)=11. 53, p <. 001), 「当該する生徒以外の生徒へ

の対応に時間を割けなくなること」 (F(3, 609) =10. 54, p <. 001), 「気にしていなければな

らないことが増すこと」 (F(3, 609)=9. 43, p <. 001), 「生徒同士の関係に目を向ける必要

が増すこと」 (F(3, 609) =9. 12, p <. 001), 「学校が果たすべき役割が増えること」 (F(3,

609)=8.50, p <.001), 「生徒のプライバシーに立ち入ることが多くなること」 (F(3,

609) =7. 36, p <. 001), そして「教育の場の統一性が失われること」 (F(3,609) =7. 09, p <. 001) 

が挙げられる。重ねて多重比較より， A群（あるいは B群）が，「特別な支援や配慮」の「問

題」をより明確に想定していないことが理解される。

-57-



表8 「共に学ぶこと」 (021-7) の4群による

「特別な支援や配慮によって起こり得ることが「問題だ」と思うか」 (032) の差

(Q3 lと同項目について、）仮に「あり得る」として，そのことは，「I問題だ」と思いますか。思いませんか。

授業が進めづらくなること

当該する生徒以外の生徒への

対応に時間を割けなくなる-と

学校が果たすべき役割が

増えること

教員がすべきことが増えること

11ミ徒のプライパシーに立ち入る

ことが多くなること

生徒同士の関係に目を向ける

必嬰が増ず-と

気にしていなければならない

-とが増すこと

教育の場の統一性が失われること

学校や学級の集団十生が薄れること

***:p <. 001, **:p <. 01 

学校で，障がしヽのある生徒と障がいのない生徒が

ー紹の教室で学ふこと

Alt¥: B群 C群 D群

賛成
どちらかとどちらかと

反対
しヽえば賛成しヽえば反対

(、t¥'=)!J3)
(N= 285) (N= 146) 

(N= 35) F値 多重比較

平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD)

2 62(0 8:3) 2 86(0 72) 3 27(0 69) 3 37(1 06) 21 10***' A<B, C, D 
B〉C,D 

2 78(0 82) 3.00(0 71) 3 25(0 70) 3 43(1 09) 10 54***A く:~<~, D 

2 58(0 97) 2 82(0 76) 3 09(0 81) 3 11 (I 13) 8. 50*** A~~ しC

2 59(0 94) 2 95(0 80) 3 18(0 79) 3 20(1 11) 11 53***,\ く ~~~·l)

2 49(0 80) 2 68(0 82) 2 90(0 82) 3 00(1 06) 7 36*** A<C,D 

2. 22 (0 85) 2 52 (0 78) 2 74 (0 83) 2 60 (I 14) 9 12*** A~~/ 

2 38(0 88) 2 62(0 78) 2 88(0 79) 2 94(1 16) 9 43***. ,¥<B, C, D 
B<C 

2. 49 (0 96) 2 54 (0 80) 2 85 (0 82) 3 00 (1. 03) 7 09*** A~~ しD

2. 53 (0 97) 2 59 (0. 82) 2 82 (0 87) 3 03 (0 95) 4 77** 
A <C, D 

B<C 

以上の結果をまとめれば，「共に学ぶこと」の賛意が示されることによって，「特別な支

援や配慮」が招く各種の教育場面が「あり得る」と想定されなくなり，さらにはそれらの

教育場面が「問題だ」とも想定されなくなるということが確認できる。言い換えれば，「学

校や学級の集団性が薄れること」などの「可能性」が想定されなくなり，ひいては，「授業

が進めづらくなること」や「教員がすべきことが増えること」，「当該する生徒以外の生徒

への対応に時間を割けなくなること」などの「問題性」がより明確に想定されなくなるの

だとしヽ える。

(3) 教育的な指導や取組み，実践との関連

最後に，「共に学ぶこと」の賛否によって， どのような教育的な指導や取組み，実践が経

験される傾向があるのかについて検討するため，「これまでの教員経験での指導や取組み，

実践の頻度」 (Q27) を従属変数に据えた 1要因分散分析を行う。
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表 9 「共に学ぶこと」 (021-7) の4群による

「これまでの教員経験での指導や取組み，実践の頻度」(027)の差

これまでの教員経験の中で，次のような指導や取組み，実践をすることが，どの程度，ありましたか。

外国籍 の生徒がい るクラ スに おい

て， その生徒に対する周囲の牛．徒

の理解を促す指導をすること

社会で障がいのある人や外国の人

と出会うことを前提に指導内容を

考え，実践する-と

共牛について考えさせる内容で

教科指導をすること

障がいのある人との交流機会を

設 ける取組みをすること

高齢の人と の交流機会を設ける

取組みをすること

さまざまな差異をお互いに痺重し

合える集団づくりの取組みをする

こと

多様性を認め合う生徒の

関係づ くりの取組みをする こと

地域の産業を学び，地 Jいこ貢献す

ることについて考える機会を設け

て指導すること

今，住んでいる地域とは別の地域

で器らすことについて考える機会

を設けて指導すること

***:p <. 001, **:p <. 01, *:p <. 05 

学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が

一緒の教室で学ぶこと

A~ 詳 B1l羊 ni羊 IHff

賛成
どちらかとどちらかと

反対

(N= 143) 
いえば賛成いえば反対

(/¥「=285) (.N= J 46) 
(N= 35) F値 多璽比較

平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD) 平均 (SD)

A〉C
2 17(1 07) 2 09(0.89) I 84(0 88) 2 03(1 01) 3 51* 

B>C 

A〉C
2 50 (0 92) 2. 39 (0. 82) 2. 16 (0. 85) 2 23 (0 77) 4. 53** 

B>C 

2.'15 (0 95) 2 32 (0. 83) 2 15 (0. 85) 2 17 (0 95) 2 87* A>C 

2 51 (0 97) 2 28 (0. 85) 2 09 (0 92) l 91 (0. 89) 7 27*** A〉C,D 

2. 24 (0 92) 2 21 (0. 83) 2 00 (0 89) l 97 (0 98) 2 96* 

2 80 (0. 86) 2 57 (0. 77) 2. 44 (0 89) 2. 46 (0 95) 4. 63** A>B, C 

3. 08 (0 76) 2 79 (0 71) 2. 73 (0 82) 2. 54 (0 92) 7 35*** A〉B,C,D 

2 59 (0 89) 2 117 (0 85) 2. 32 (0. 90) 2 26 (0 85) 2 97* A>C 

2. 36(0 90) 2 19(0 83) 2 06(0. 84) 2 14(0 94) 3 06* A>C 

表 9の結果より，「共に学ぶこと」の賛意が示されることによって，多様性を包摂するた

めの教育的な指導や取組み，実践が経験されるようになる傾向が確認され，上記の 9項目

で有意な結果 (5%水準以下）が示されている。またここで特に獲得される教育経験は，「多

様性を認め合う生徒の関係づくりの取組みをする こと」(F(3,609) =7. 35, p <. 001) や，「障

がいのある人との交流機会を設ける取組みをするこ と」 (F(3, 609)=7.27, p <.001) が挙

げられ，「さまざまな差異をお互いに尊重し合え る集団づくりの取組みをすること」 (F(3,

609)=4.63, p <. 01) や，「社会で障がいのある人や外国の人と出会うことを前提に指導内

容を考え，実践すること」 (F(3, 609) =4. 53, p <. 01)などにもその傾向を見出すことがで

きる。

なおこ こで特に関連が見 られない教育経験としては，「障がいがある生徒がいるクラスに

おいて， その生徒に対する周囲の生徒の理解を促す指導をすること 」 (10%水準）や，「外
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国人との交流機会を設ける取組みをすること」，「不登校やいじめ，非行など，生徒が抱え

たり引き起こしたりする問題を積極的に取り上げて実践すること」，「生徒間の対立や衝突

が起きないように指導をすること」，「生徒間で対立や衝突が起きることを前提に指導をす

ること」，そして「大学進学について考える機会を設けて指導すること」が挙げられる。

4. 本稿のまとめと考察

以上の分析結果から，今日の教育空間における「共生」，ひいては「インクルーシブ教育

システム」について，どのような示唆を見出すことができるだろうか。本節では，上述ま

での結果を以下の 3点として整理・提示する。

まず第 1に，「共に学ぶこと」の賛意とは，「居場所を作る役割」や「他者を尊重する態

度や意識を育てる役割」，さらには「生徒同士の関係性をよくし，よりよい生徒集団をつく

る役割」といった学校教育役割が教員によって意識されることに基づくものであることが

示唆さ九た。

第 2に，「共に学ぶこと」への賛意が示されることによって，「特別な支援や配慮」が招

く各種の教育場面の「可能性」が想定されなくなり， さらには，それらの「問題性」がよ

り明確に想定されなくなるということが確認できた。また想定されなくなる具体的な「可

能性」には「学校や学級の集団性が薄れること」などが挙げられ，「間題性」には「授業が

進めづらくなること」や「教員がすべきことが増えること」などが挙げられた。

重ねてこのような結果を，今日の「共生」概念が〈社会の中の多様性の尊重〉と〈社会

の凝集性〉との両立を目指す概念であるという視点から捉えれば，「共に学ぶこと」に賛意

を示す教員が，「特別な支援や配慮」によって教育空間の〈社会の凝集性〉が「拡散」する

「可能性」を想定しておらず， さらにはその「拡散」による「問題性」もより明確に想定

していないという結果が示されたといえる。

また第 3に，「共に学ぶこと」への賛意が示されることによって，多様性を包摂するため

の教育的な指導や取組み，実践が経験されるという傾向が確認された。またその具体的な

教育経験としては，「多様性を認め合う生徒の関係づくりの取組みをすること」や「障がい

のある人との交流機会を設ける取組みをすること」などが挙げられた。これらより，「共に

学ぶこと」に賛意を示す教員によって経験される教育活動とは，教育空間における〈社会

の中の多様性の眸重〉を実現しようとする教育活動であることが理解された。

そしてこれらの分析結果より浮かび上がるのは，「共に学ぶこと」に賛意を示す教員が，

〈社会の凝集性〉と〈社会の中の多様性の尊重〉とを両立させうる教育意識や教育経験を

培っているという様相である。すなわちこのような意識や経験を培う教員によって，教育

空間における〈社会の凝集性〉が維持され，〈社会の中の多様性の尊重〉が実現していくこ

とが推察でき，ここに，あらゆる児童生徒の多様性を前提とする「インクルーシプ教育シ

ステム」における「共生」が実現する可能性を見出すことができる。
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だが一方で，「共に学ぶこと」に賛意を示さない教員が，「特別な支援や配慮」が招く「可

能性」や「問題性」をより明確に想定し，また多様性を受容しうる教育活動にも消極的と

なるという結果にも，同時に注意を払う必要がある。言い換えればこのような教員が，教

育現場の「拡散」や職務の多忙化などを懸念している現状があり，このような事態に対し

ては，教員の労働環境の問題や，それに敷術する教育現場の「合理的配慮」の在り方など

を，より現実的に問い直していく必要があるだろう。

しかしながら本稿の結果から何より捉えられなければいけないのは，そもそも「共に学

ぶこと」の賛意とは，教員による「他者を尊重する態度や意識を育てる役割」や「居場所

を作る役割」の意識に基づくものであるということである。小国ほか (2015) は，「包摂的

rnclusi ve」な教育空間のなかに子どもたちや大人にとっての「社会参加の場」や「生活の

場」を見出しているが，大空小学校初代校長の木村泰子先生は，子どもの学びにとって「絶

対なかったらあかんのは，人権感覚やと思う」と語り，それが「優先順位の 1番」である

ことを明言している（小国ほか， 2015, p. 13)。このような見解は，「包摂的 inclusive」な

教育空間が，教員による明確な教育目標や学校教育役割意識の基に成立する実態を示して

いるといえる。

以上の知見を踏まえ，今日の 「インクルーシブ教育システム」について検討を進めると

すれば，「学校で，障がいのある生徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこと」に賛意

を示す教員によって児童生徒の「共生」が実現していく可能性が推察されながらも，そも

そもそのような学校や教育空間が多様な児童生徒に対して担っている，あるいは担うべき

教育的役割とはどのようなものなのかについて再度理解を深めていくことが，未だ明示的

な定義を持たない 「インクルーシプ教育システム」の進退を握ると考えられるだろう。

［注記］

l)表 1・2の結果に重ねて，教員による「外国人が暮らしやすい社会にすること」や「学校で， 日本人

の生徒と外国人の生徒が一緒の教室で学ぶこと」への賛意も，生徒の回答と比較して大きく低下する

傾向が確認される（生徒による回答の平均値がそれぞれ 3.46と3.50であるのに対して，教員による

回答の平均値はそれぞれ 3.01と3.13となる）。この点に関して，「国民Jカテゴリの越境志向が「障

害」などその他の社会的カテゴリヘの受容性にも結びつく可能性が指摘されているが（坂口， 2017,

坂口• 島埜内・岡本， 2014), このような知見に基づけば，本調査における教員の「障害」カテゴリに

対する受容性も，その他のカテゴリヘの受容性と不可分のものとはいえない可能性が示唆される（例

えば，「学校で，日本人の生徒と外国人の生徒が一緒の教室で学ぶこと」の賛意と「学校で，障がいの

ある生徒と障がいのない生徒が一緒の教室で学ぶこと」の賛意との相関係数は.401となる）。

2) ここで「高等学校教員」ダミーや f勤務校」ダミーなどの属性変数を加えた検討を行うのは，前述の

中教審 (2012) の答申が主に公立義務教育段階の学校に対する提言であるためであり，このような提

言が与える影響力がそれぞれの教員の立場によって異なることが推察されるためである。

3)以下の表 10からも確認できるように，各種の学校教育役割は教員によってそれぞれ強く意識される傾

向があり （それぞれの平均値は， 4.18~5. 04 となる），各項目間の相関係数も概ね高いことから，表

6の重回帰分析ではそれらを同一のモデルに投入することを避け，表 5の相関分析の結果から特に関

連が強いと想定される項目を個別に選定し，投入することとしている。
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表 10 「重要だと思う学校教育の役割」 (022)13項目の相関

ー 2 
）
 s

 

◆̀" 
i
 
．
 

？） 

。社会性やコミュニケーション能 一
J 
．））を育成する役割

2 規範：鞣識を育てる役割

:i 
），し本的な午活習tr,を身＇につけさ

'せる役割

4. !'•! 己夷!j/を支える役',li'i

(i,J'.l" .,1:ll'°.-131" .175''.387" .290" .'142''.3・!G'" .58'.i" .'l(i9" .3・IS" .372" S.O•l O.S-12 

・-- 55:i , •. ・121" . 180'ゞ .,71" . :ms" . -113 , •. 3.1,1" . 553 ... -120 "・. -101 •'. ,10s .. s. o3 o. ss3 

—• - :l9-1" . 1'1 l" . !85" _ :l・12" . :,21 " . 320と'_-100 ... . 30:l" . ns" . 353 ., ・1. GS I. 070 

328'" ,-188" ,-121" ,578 .. ,•l!il" .-!%'" .-179" 、15I● 心 _-121・"-1,77 0,8:ll 

5 受験に成功させる役割 1:15" . !87" . 2り2" . 271;" . I-IS" . J81i•• . !8-1" . 2-l・l" -1. JS 0. !Hili 

(i 学）J・能力を酋てる役割 - 275" . •lli8 會 '. :J 11" . -108い'.:l5l" . :,0,1 , •. :l5:i"•1. 87 0. ~70 

7. Jg場所を ilる役判

8 
次の111,'代の社会UJW,¥・，手を ifて

・る役割

9 
し、主吐会で起きてし、る 4月柑・ WI

'題へ I})敏感さを肯・てる役割

I 0. 
他行を l淋if(する棺Jf.!.や慈識を有

てる役割

11 
'I・．徒柘Li:り）関係性をよくし，よ

・り .l:l·•'l'.it 船 !'11 をつくる役割

12 
lヽ じめや暴力等の牛徒Iii)I: U) i::i 

'題を予防・秘見・対俎する役割

I J. 
地域に政献する人材を育成する

役卯l

N 喝09, .. p ,. 001 

.J7S" .•1·1'.I" .-13!" .SOO" .Hl" .:lSH"・1.'17 !.0-12 

- 571" . 537'" . ,18'1" .'177'" . S7G"•l. 88 0. 87•1 

SOG" .•13G" .4・I8 " . 5 IO "・l. 5 I O. no 

-- G:nや,, . s~s" . -15•1 -, 5. 03 o,'!05 

- 58-1'" . ・1'17 "・ ・I. 82 0. !122 

- 50()"・I. 78 0. 978 

- 4.S8 1.00-l 

4) なおその他の学校教育役割意識についても，表 6のようにモデルを分けて同様の探索を行った結果，

「いじめや暴力等の生徒同士の問題を予防• 発見・対処する役割」， 「し、ま社会で起きてし、る事柄・間

題への敏感さを育てる役割」，「自己実現を支える役割」，「社会性やコミュニケーション能力を育成す

る役割」，「地域に貢献する人材を育成する役割J' 「次の時代の仕会の担い手を育てる役割」，「』し本的

な生活習慣を身につけさせる役割」にはそれぞれ 0.1%水準以下で，また「規範意識を育てる役割」，

「学カ・能力を育てる役割」にはそれぞれ l'1/o水準以下で有意な結果が示され，一方で「受験に成功

させる役割」には有意な結果が示さ九なかった。
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